
国立大学法人宇都宮大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

  評価の結果を参考にして，その額の１００分の１０の範囲内でこれを増・減額することができる。

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

改定なし

理事

改定なし

理事（非常勤）

改定なし

監事

改定なし

監事（非常勤）

改定なし

２　役員の報酬等の支給状況

平成１７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

84 （通勤手当）
33 （寒冷地手当) 12月1日1名 11月30日1名

千円 千円 千円 千円

1,034 （通勤手当）
125 （寒冷地手当) 12月1日2名 11月30日2名

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

7,520 7,520 0 0 （　　　　）

5,115

　 　国立大学法人宇都宮大学役員給与規程により，期末特別手当において，宇都宮大学点

　検・評価会議が行う業務の実績評価及び文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長
18,060 12,828

16,546

監事
（非常勤）

（　　２人）

監事
（　　０人）

理事
（　　４人）

59,201 41,496



３　役員の退職手当の支給状況（平成１７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率

千円 年 月

160千円増額

2,832 1 8 H17.11.30 －

千円 年 月

45千円増額

2,310 1 8 H17.11.30 －

千円 年 月

90千円増額

2,355 1 8 H17.11.30 －

千円 年 月

該当者なし

Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１７年度における給与制度の主な改正点

改定なし

勤　勉　手　当 勤務評定の結果を踏まえて決定される支給割合（成績率）に基づき
支給される。（査定分）

勤務評定の結果を踏まえ，評価が特に優秀である場合に，上位の号
俸に昇給させることができる。（特別昇給）

俸　給　月　額 勤務評定の結果が良好で，かつ昇格基準に達している場合，その
者の資格に応じて，１級上位の級に昇格させることができる。（昇　格）

給与種目 制度の内容

　① 人件費管理の基本方針

俸　給　月　額 勤務評定の結果を踏まえ，一定の期間を良好な成績で勤務したとき
に，１号上位の号俸に昇給させることができる。（昇　給）

俸　給　月　額

理事A

法人での在職期間 摘　　要

法人の長

中期目標・計画を実施するた
めの課題設定や着実な実施，
地域における高等教育機関の
中心としてリーダーシップを発
揮し多大な貢献をしたことを評
価し，経営協議会において増
額を決定

懸案事項の多かった担当部門
を統率して中期目標・計画を
推し進め積極的な部門の機能
強化及び改革を図ったことを
評価し，経営協議会において
増額を決定

経験及び専門知識を発揮して
担当部門を統率し中期目標・
計画に取り組み，効果を上げ
たことを評価し，経営協議会に
おいて増額を決定

監事

理事Ｂ

 　本学の財政基盤の強化に向け，「行政改革の重要方針（H17.12.24閣議決定）による
総人件費改革の実行計画を踏まえた不断の給与制度の見直しを図るとともに，併せて
長期的な視野に立って組織・業務改革等を通じて，人件費の削減を図ることとしている。

　大学運営活動に必要な経費が，その大半について国からの運営費交付金に委ねら
れていることから，国家公務員の給与水準を十分に考慮し，国家公務員の例に準じた
措置を講じる。

　昇給，特別昇給，昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては，個人の業
績及び能力評価の結果を十分に考慮している。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

622 46.8 7,757 5,601 124 2,156
人 歳 千円 千円 千円 千円

204 43.2 5,713 4,192 105 1,521
人 歳 千円 千円 千円 千円

347 49.8 9,141 6,543 145 2,598
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 57.8 5,176 3,774 57 1,402
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 44.3 7,529 5,529 95 2,000
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 40.8 6,829 5,027 63 1,802
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 45.5 5,299 3,874 107 1,425

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院看護師）

再任用職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（外国人教師）

その他医療職種
（医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

在外職員

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）
教育職種

（附属義務教育学校
教員）

区分 人員 平均年齢
平成１７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）



人 歳 千円 千円 千円 千円

10 54.9 3,664 2,708 64 956
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 54.9 3,664 2,708 64 956
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）〔在外職員、任期付職員及び
再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注5：常勤職員の「教育職種（外国人教師）」及び「その他医療職種（医療技術職員）」，「任期付職員の教育職種（大学教
　　　員等）」の該当者は2名以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから，「平均年齢」以下の
　　　事項については記載していない。

非常勤職員

事務・技術

注１：常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：「教育職種（附属高校教員）」には，附属養護学校教員を含む。

注3：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。

注4：「その他医療職種（医療技術職員）」とは，栄養士である。

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）
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（事務・技術職員）
四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

14 54.0 7,910 8,552 9,027
58 29.5 3,072 3,618 4,165

（教育職員（大学教員））
四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

170 56.8 9,893 10,413 10,963
129 44.4 7,576 8,125 8,655

注：「課長」には，課長相当職である「事務長」及び「室長」を含む。

③  職級別在職状況等（平成１8年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)

（事務・技術職員）
区分 計 10級 9級 8級 7級 6級
標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

204 0 0 1 2 9
（割合） （ 　   %） （ 　   %） （ 　0.5%） （　 1.0%） （　4.4%）

歳 歳 歳 歳 歳

59

～ ～ ～ ～ ～

49
千円 千円 千円 千円 千円

7,149

～ ～ ～ ～ ～

5,839
千円 千円 千円 千円 千円

9,715

～ ～ ～ ～ ～

7,994

区分 計 5級 4級 3級 2級 1級
標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

－ 11 30 86 40 25
（割合） （　 5.4%） （　14.7%） （　42.2%） （ 19.6%） （　12.3%）

歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59 40 29

～ ～ ～ ～ ～

39 49 35 27 21
千円 千円 千円 千円 千円

6,010 5,338 4,903 3,699 2,769

～ ～ ～ ～ ～

5,061 4,475 2,990 2,360 1,866
千円 千円 千円 千円 千円

8,200 7,363 6,703 4,897 3,658

～ ～ ～ ～ ～

7,094 6,191 4,032 3,250 2,545

年間給与
額(最高～
最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

課長等
課長補佐等

課長補佐等
係長等

係長等
主任

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)

課長等

人員

年齢（最高
～最低）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的職位
　  ・ 課     長
　  ・ 係     員

分布状況を示すグループ

係員
主任
係員

事務局長等 事務局長等 部長等 部長等

人員 平均年齢 平均

　代表的職位
　  ・ 教     授
　  ・ 助 教 授



教育職種（大学教員等）
区分 計 5級 4級 3級 2級 1級
標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

347 170 129 16 30 2
（割合） （　49.0%） （　37.2%） （　 4.6%） （　8.6%） （　0.6%）

歳 歳 歳 歳 歳

64 64 61 60

～ ～ ～ ～ ～

44 31 29 30
千円 千円 千円 千円 千円

8,625 7,039 5,956 5,561

～ ～ ～ ～ ～

5,855 4,176 3,442 3,442
千円 千円 千円 千円 千円

12,128 9,771 8,308 7,629

～ ～ ～ ～ ～

8,234 5,687 4,756 4,747

④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

65.0 68.0 66.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 32.0 33.4

％ ％ ％

          最高～最低 42.3～32.3 41.5～29.5 41.5～30.8

％ ％ ％

66.6 69.5 68.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.4 30.5 31.9

％ ％ ％

          最高～最低 37.8～30.7　 34.7～27.9 35.2～29.3

教育職種（大学教員等）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

65.3 68.6 67.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 31.4 33.0

％ ％ ％

          最高～最低 37.8～32.0 38.7～29.2 36.2～30.6

％ ％ ％

66.5 69.4 68.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.5 30.6 32.0

％ ％ ％

          最高～最低 41.3～31.3　 38.1～28.7 39.6～30.0

一律支給分（期末相当）

年間給与
額(最高～
最低)

注：「事務・技術職員／8級(部長等）」及び「事務・技術職員／7級(部長等)」，「教育職員（大学教員等）／1級(教務職
    員）」の該当者は2名以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから「年齢(最高～最低)」
    以下の事項について記載しない。

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

教　授

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

賞与（平成17年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

助教授 講師等 助手等 教務職員



⑤

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 84.1

対他の国立大学法人等 96.6

教育職種（大学教員等）

対国家公務員（旧教育職（一）） 97.1

対他の国立大学法人等 95.9

注1：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い，当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」においては，すべ

      の国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を100として，法人が現に支給

     ている給与費から算出される指数をいい，人事院において算出

注2：教育職員（大学教員）の対国家公務員の指数は，比較対象の国家公務員が少数のため、国立大学法人等の法人化直前

      （平成15年度）の教育職俸給表（一）適用職員の給与水準を国の給与水準として算出

給与水準の比較指標について参考となる事項

特になし

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成17年度）

前年度
（平成16年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

(    1.60) 115,445 (    1.60)

注： 「非常勤役職員等給与」においては，受託研究費等により雇用される職員に係る費用等を含んでいるため，財務諸表
　　附属明細書の「11役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

最広義人件費
7,333,599 7,218,154 115,445

(△ 2.37) △ 12,266 (△ 2.37)

福利厚生費
727,874 717,136 10,738 (    1.50) 10,738 (    1.50)

非常勤役職員等給与
505,517 517,783 △ 12,266

(△ 0.17) △ 9,487 (△ 0.17)

退職手当支給額
550,299 423,839 126,460 (    29.84) 126,460 (    29.84)

給与、報酬等支給総額
5,549,909 5,559,396 △ 9,487

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職
員／教育職員（大学教員）

　業務の合理化・簡素化を図り，当年度の「給与，報酬等支給総額」は前年度（中期目標開
始時）より9,487千円（0.17%)減少している。「最広義人件費」については，前年度より115,445
千円増加しているが，これは団塊世代の退職に伴う退職手当の増加であり，また共済組合
負担金及び雇用保険等の掛け率が改定されたことに伴う法定福利費の増加が主な要因で
ある。
　今後については，平成17年12月24日に閣議決定された「行政改革の重要方針」の総人件
費改革の実行計画を踏まえて平成21年度までに概ね４％の人件費削減を掲げ，学長のもと
に設置された人事（人員及び人件費）に関する検討組織において全学的かつ中期的に管
理する基本方針を策定することとしている。基準年度である平成17年度の「給与，報酬等支
給総額」は5,549,909千円，「人件費予算相当額」は5,676,384千円である。


